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農薬の安全の確保について

内閣府食品安全委員会・名古屋市共催
食の安全に関する意見交換会

「農薬について考える」
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はじめに
-質問

（率直に言って）料理を提供するに際し、できることなら農薬は避けたい。

あまり気にしないはい
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農薬の安全性を守る仕組み
-なぜ農薬を使うのか

農作物を病害虫から守り、品質の良い農作物を効率よく安定的に生産し、市場に供給す
るために農薬が使われる。

品質のよい農作物を効率よく安定して生産し、
なるべくコストを抑え、市場に供給するため。

農薬使用の目的

つまり

 農作物を病害虫等の被害から保護し、品質・収穫量を確保
 手作業に比べ、雑草防除に要する労働力を軽減
 種無ぶどうの生産、果実の肥大促進等による農作物の価値の向上
 デオキシニバレノールなどのかび毒によるリスクを低減図：害虫の被害を受けたリンゴ



6/39

農薬の安全性を守る仕組み
-農薬による影響への対応

農薬を使用することによる、農薬を使用する人への影響、農薬の残留による消費者への影
響、環境に対する影響が考えられ、これらへの対応が必要。

① 生産者（＝農薬使用者）の安全

② 農薬が使用された農作物を食べた者の安全

３つの安全を確保

③ 環境（生活環境動植物等）に対する安全
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農薬の安全性を守る仕組み
-農薬登録制度の変遷

農薬取締法が制定された当初は粗悪な農薬の販売防止と食糧増産が目的。社会的要
請に応じて、環境影響、健康への影響を含めて管理できるよう順次改正。

昭和
20年代
（1945）

昭和
40年代
(1965)

～ ～

農薬としての効
果・品質を要求

審査項目を追加
●長期的な毒性
●作物・土壌・水質
への残留

農薬取締法制定

短期ばく露評価
の導入

魚類への影響評価の導入

＊OECDによる試験法の標準化に応じて我が国の試験
要求も充実

平成
27年

（2015）

平成
17年

(2005)

水域の動植物への
影響評価の強化

平成
30年

(2018年)

10試験
（昭和46年）

92 試験※

（現在）
※農薬の使用方法等からみて合理的な理由が
ある場合は、 一部の試験を省略可能

登録に必要
な試験数

再評価制度の導入、
農薬使用者、ミツバチ、鳥類
などへの影響評価の充実
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農薬の安全性を守る仕組み
-農薬の登録時に必要な試験成績

農薬を登録するためには、効果や作物への害、健康への影響、農作物への残留、土壌や
動植物への影響など多くの試験結果が専門家により評価される。

① 雑草や病害虫等に対する効果、農作物の生育に対する害に関する
試験

② 毒性に関する試験（人の健康に対する影響）
③ 農作物等への残留に関する試験
④ 土壌や生活環境動植物等の環境への影響に関する試験

（土壌への残留、土壌中の動態、魚類・甲殻類・ミツバチ等への影響など）
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農薬の安全性を守る仕組み
-農薬登録制度に関係する省庁と役割

安全性が確認された農薬だけを登録するために、関係省庁が連携して取り組んでいる。

メ
ー
カ
ー

食品安全委員会厚生労働省農林水産省

農薬登録

使用基準の設定

環境省
受付

食品健康影響
評価

※食品安全基本法※食品衛生法※農薬取締法※農薬取締法

登
録
申
請

食品中の
残留基準値

の設定

・効果・作物への
害の評価
・使用者への
影響評価

・生活環境
動植物への
影響評価
・水質への
影響評価

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
写真はfamicのHPより「1つの農薬の登録に必要な資料一式」
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/pdf67/14.pdf
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農薬の再評価制度
-農薬取締法の改正と農薬の再評価制度の導入

平成30年（2018年）に農薬取締法が改正され、今年度から農薬の再評価を開始。食
品の安全確保のためのPDCAの好例。

 科学の発展により蓄積される、農薬の安全性に関する新たな知見や評価法の発達を
効率的かつ的確に反映できる農薬登録制度への改善が必要

 農薬に係る規制を、安全性の向上、国際的な標準との調和、最新の科学的根拠に
基づく規制の合理化、の観点から見直し

①再評価制度の導入
②農薬の安全性に関する審査の充実
・農薬使用者 ・ミツバチ ・生活環境動植物
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農薬の再評価制度
-農薬の再評価制度

登録されている全ての農薬について最新の科学的知見に基づき15年毎に安全性等の再
評価を行う。

既に登録されている全ての農薬について、定期的（15年毎）に最新
の科学的知見に基づき、安全性等の再評価を行う仕組みを導入

農薬の安全性に関する科学的知見を収集し、必要な場合には随
時、登録の見直しを実施

再評価では、メーカーに対して最新の試験法等に則ったデータの提出
を要求

国は農薬の安全性に関する科学的知見を収集・分析

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2018pdf/20180508036.pdf
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農薬の再評価制度
-農薬の再評価に係る優先度の基準

農薬の再評価に係る優先度は、我が国で多く使われているもの、許容一日摂取量等が低
いものが高い。2021年度より、優先度Aのものから順次実施。

優先度 基準
優先度A （126成分） 我が国で多く使われているもの
優先度B （ 57成分） 使用量は少ないが許容一日摂取量等が低いもの
優先度C1（157成分） その他の農薬
優先度C2（ 69成分） 2006年以降に評価・登録され、登録が比較的新しいもの
優先度D （171成分） 生物農薬及び植物検疫用途農薬 等

2021年度から開始し、国内での使用量が多い農薬から順次実施
（初年度：グリホサート、ネオニコチノイド系農薬など14有効成分が対象）
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農薬の再評価制度
-告知されている具体的な農薬名

3年度分の資料提出期限が官報にて告知済み。関係府省庁において体制の整備等を行
い準備。
資料提出年度 農薬の有効成分名
令和3年度
(2021年度)
14成分

アセタミプリド、 イソチアニル、 イミダクロプリド、 グリホサート（アンモニウム塩）、 グリホサー
ト（イソプロピルアミン塩）、 グリホサート（カリウム塩）、 グリホサート（ナトリウム塩）、
クロチアニジン、 １・３-ジクロロプロペン（別名D-D）、 ジノテフラン、 チアメトキサム、
チオベンカルブ（別名ベンチオカーブ）、 チフルザミド、 ブタクロール

令和4年度
(2022年度)
13成分

エスプロカルブ、 エチプロール、 キノクラミン（別名ACN）、 チアジニル、 フィプロニル、
フェリムゾン、 フェンメディファム、 フサライド、 プレチラクロール、 プロスルホカルブ、
プロパモカルブ塩酸塩、 ペントキサゾン、 モリネート

令和5年度
(2023年度)
19成分

アラクロール、 イソプロチオラン、 MCPBエチル（別名MCPB）、 カルボスルファン、
クロルピクリン、 シアナジン、 シハロホップブチル、 トルクロホスメチル、 フェントラザミド、
プロピネブ、 ブロマシル、 ブロモブチド、 ベンゾビシクロン、 ベンフラカルブ、 ホセチル、
メタミトロン、 メチダチオン（別名DMTP）、 メトラクロール、 S-メトラクロール
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使用者や生活環境動植物への影響等の農薬の安全性に関する審査の充実
-農薬使用者への影響

農薬の毒性の強さだけでなく、使用方法によって異なるばく露量も考慮した評価を導入。

農薬の毒性の強さだけでなく、使用方
法によって異なるばく露量も考慮した
評価を導入。

防護装備の着用等により、ばく露を軽
減。

皮膚
からの
吸収量

防護装備により
ばく露量低減

ばく露量

呼吸による
吸入量

農林水産省

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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使用者や生活環境動植物への影響等の農薬の安全性に関する審査の充実
-ミツバチへの影響

養蜂に用いるミツバチが直接農薬を浴びた場合の影響に加え、農薬を浴びた 花粉や花
蜜の巣への持ち帰りによる、巣内のミツバチへの影響も評価。

既存の評価のばく露経路 新たな評価で想定するばく露経路

農林水産省
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使用者や生活環境動植物への影響等の農薬の安全性に関する審査の充実
-生活環境動植物への影響

評価の対象となる動植物を、従来の水域の動植物から、水草と陸域の動植物(鳥類、野
生ハナバチ類）を含む生活環境動植物に拡大。

+

魚類

甲殻類

藻類

水域の動植物 追加した評価対象

水草

鳥類

野生
ハナバチ類

環境省

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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危ない飲料-日本の食の安全は本当か？？
当社が独自に大手飲料メーカーの〇〇の分析したところ、
ギ酸、シュウ酸、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、
メルカプタン、ハルマン、ノルハルマン、鉛、クロムなど、200種類以上の化
学物質が検出された。
ホルムアルデヒド、ハルマン、ノルハルマンは発がん性物質である。同様
の物質は他社の類似の飲料からも検出されているが、飲料メーカーらは
筆者からの質問状に返答していない。

(2021.XX.XX 週刊〇〇）

農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-科学的な情報として信じてしまうもの

「西島基弘著 誰も知らない「無添加」のからくり」を参考に作成

科学的情報は量が考慮されているかどうかを確認する。

【例文１】
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用量-反応曲線

投与用量
0

(対照群)

強い

毒性

弱い 軽度な体重減少

中等度な体重減少
貧血

死亡率の増加
重篤な体重減少
貧血

対照群と差なし

投与用量(mg/kg体重)

最小毒性量
(LOAEL)

低い 高い
無毒性量

(NOAEL)

（症状の例）

農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-科学的な情報として信じてしまうもの

どんなものも毒か毒でないかは量で決まる。
科学的情報は量が考慮されているかどうかを確認する。
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-毒性試験

単回投与毒性試験 １回の投与で短期間に出る毒性
反復投与毒性試験 長期間の投与で出る毒性

繁殖毒性試験 実験動物２世代にわたる生殖機能や新生児の生育へ
の影響

発生毒性試験 妊娠中の動物に投与した際の胎児への影響
発がん性試験 悪性腫瘍の発生・促進の毒性
体内動態試験 体内での吸収、分布、代謝、排泄などの試験
遺伝毒性試験
（変異原性試験） 遺伝子（DNAや染色体）に変化を与えるか

一般薬理試験 生体機能への影響等

食品添加物や農薬の毒性評価に必要な試験の例



24/39

摂取量

生
体
へ
の
影
響
（
作
用
）

試験
４

試験
２
試験
３

試験１

農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-毒性試験の結果

毒性に係る最小の無毒性量

様々な毒性試験の結果から、無毒性量を求める。
いろんな毒性試験で全く影響がみられない量。
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評価対象（危害要因）を明確にする
 動物を使った毒性試験等をもとに
有害作用が見られない量を推定する

 安全係数を決める（種差や個人差等を考慮し、通常は100）

農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-毒性試験の結果

8

一生涯毎日食べ続けても健康への影響が出ないと考えら
れる量（許容一日摂取量、ADI）を設定する

1/100

ADI

様々な毒性試験の結果から、無毒性量を求め、一生涯毎日食べ続けても健康に影響が
出ないと考えられる量（ADI）などを設定する。
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-農薬登録制度に関係する省庁と役割

安全性が確認された農薬だけを登録するために、関係省庁が連携して取り組んでいる。

メ
ー
カ
ー

食品安全委員会厚生労働省農林水産省

農薬登録

使用基準の設定

環境省
受付

食品健康影響
評価

※食品安全基本法※食品衛生法※農薬取締法※農薬取締法

登
録
申
請

食品中の
残留基準値

の設定

・効果・作物への
害の評価
・使用者への
影響評価

・生活環境
動植物への
影響評価
・水質への
影響評価

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
写真はfamicのHPより「1つの農薬の登録に必要な資料一式」
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/pdf67/14.pdf
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-農薬の毒性評価と基準値の関係

ばく露量の推定 毒性の評価
使用方法を設定

（希釈倍率、対象作物、使用時期など）

作物残留試験を実施
(最も高濃度となる使用条件で作物ごとに)

残留基準値（案）を設定

食品からの
短期、長期の推定摂取量を試算 ADI、ARfDを設定

リスクの判定

申請者

厚生労働省 食品安全委員会

申請者

厚生労働省

比較

各種毒性試験を実施
（長期毒性・短期毒性など）

申請者

残留基準値(案)は作物残留試験などのデータに基づいて設定され、食品安全委員会の
毒性評価と比較してリスクを判定する。→国選P20

審議は原則公開。
非公表部分があって
も、議事録を公開
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-ばく露評価の流れ

国民の食品の摂取量のデータを元に、一日でどれほどの農薬を摂取しているかを調査する

米164.2 g
小麦59.8 g
はくさい17.7 g
にんじん18.8 g
りんご24.2 g
コーヒー豆3.3 g
・・・
・・・

妊婦
○国⺠平均のほか、幼⼩児、妊婦、⾼齢者と いった各集団ご
との摂取量を調査

○⼀⽇の平均的な摂取量のほか、⼀度にたくさん⾷べる場合
の摂取量を調査

残留基準
（農薬Ａ）0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm 2ppm

・・・

⾷品を通じた
農薬の摂取量

これら調査結果に基づき、残留基準を設定し た場合の農薬の
摂取量を推定。

* ADIやARfDを超えないことを確認

厚生労働省作成資料を転載

高齢者

（１日あたり）
国⺠平均

幼⼩児

※ARfD：急性参照用量、一度に大量の食品
を摂取したとしても(=短期ばく露)有害影響(毒
性)が認められない量
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-残留農薬の一日摂取量

厚生労働省のマーケット・バスケット調査によると、推定される平均一日摂取量はADIと比
べて十分に低く、一生涯に渡って毎日摂っても健康に影響が生じる恐れはない。
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農薬が残留する食品を人が食べた場合の安全性評価
-農薬残留基準とADIの関係

 農薬の残留基準値は使用方法に応じて設定。
 基準値は対象食品の全てで基準値いっぱいまで農薬が残留して
もADIを超えないように設定。

 ADIは動物実験で影響が見られなかった量の1/100なので、基
準値いっぱいまで残留しても問題は起こらない。

 実際に基準値いっぱいまで残留していることはほとんどない。
 実際の食生活から摂る残留農薬はADIよりはるかに少ない。

農薬の残留基準値は、使用方法に応じて設定され、全ての食品に基準値いっぱいまで残
留しても、毎日一生涯食べても影響が出ない量を超えないように設定。
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目次

1. 農薬の安全性を守る仕組み
2. 農薬の再評価制度
3. 使用者や生活環境動植物への影響等の農
薬の安全性に関する審査の充実

4. 農薬が残留する食品を人が食べた場合の
安全性評価

5. オーガニックって？
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オーガニックって？
-オーガニックとは

オーガニック=有機
農林水産省が有機JASの規格を決めています

有機農産物
有機加工食品
有機畜産物
有機飼料

有機JAS
・堆肥等で土作り
・化学合成肥料と農薬は使用しない

・餌は有機農産物等の給与
・過剰な動物医薬品等を使用しない
・動物福祉に配慮

・遺伝子組換え技術は使用しない
・アメリカ、EU、カナダ、スイス、台湾と相互
認証
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オーガニックって？
-オーガニックの問題点は?

日本では有機栽培で安定した品質・収穫量を得ることが難しく、有機栽培の農産物の割
合は非常に低い。

国内の総生産量と格付数量（令和元年度）

農林水産省HPより

品目 単収
(kg/10a)

単価
(円
/kg)

粗収益
千円/10a)

経営費
(千円
/10a)

所得
(千円/10a)

作業時間
(時間/10a)

(参考)
時間当たり所得

(円/時間）
慣行 3,986 90 357 140 217 173 1,254
有機 3,000 120 360 90 270 222 1,216

有機農業経営と慣行農業経営の比較（路地ニンジン作の事例）
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オーガニックって？
-オーガニックの安全なの?

日本では有機栽培で安定した品質・収穫量を得ることが難しく、有機栽培の農産物の割
合は非常に低い。

購入している有機食品のイメージ（複数回答）

週に1回以上有機食品を利
用する16歳以上の
一般消費者を対象に調査
（n-523)

31.7

34.2

31.7

17.8

17.8

54.3

48.6

47.8

46.1

44.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

安全である

価格が高い

健康にいい

おいしい

環境に負担をかけていない
そう思う まぁそう思う

86.0%

82.8%

79.5%

63.9%

62.5%

農林水産省「平成29年度有機マーケットに関する調査」
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オーガニックって？
-有機栽培の目的は？

有機JASの目的は、自然循環機能の維持増進

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、
・化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、
・土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、
・農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法
を採用したほ場において生産すること。

有機農産物の日本農林規格
第２条
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まとめ
 農薬は申請された使用方法における安全性の審査を行い、安全
と認められる農薬だけが登録され、使用できます。

 農薬の安全を確保するために、農薬の使用者、環境への影響、
人への健康影響などについて、関係省庁が連携して取り組んでい
ます。

 農薬の残留基準は、動物試験をもとに、まったく影響が出なかっ
た量の1/100を、毎日一生涯食べても大丈夫な量と食品に残
ると想定される量を比較して判断します。

 有機農業は農業の自然循環機能の維持増進を目的として行わ
れますが、品質や生産量を確保することが難しいです。
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さらに詳しく知りたい方へ
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食品安全委員会の情報発信（SNS等）

Twitter：@FSCJ_PR
Facebook：内閣府 食品安全委員会

Youtube：
食品安全委員会
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ご静聴ありがとうございました
資料を二次利用する際には出典を明記するようお願い致します
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